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令和７年度 

さくらねこ無料不妊手術事業（行政枠） 

手術チケットの利用方法について 

 

 

　八街市は、公益財団法人どうぶつ基金（以下、基金という。）が実施する「さくら

ねこ無料不妊手術事業（行政枠）」に登録し、特定の“飼い主がいない猫”の不妊・去

勢手術を無料で受けられるよう、「さくらねこ無料不妊手術チケット」を TNR 活動

（飼い主のいない猫を捕獲し(Trap)、不妊手術(Neuter)を行い、元の場所に戻す

(Return)活動）を行う方に交付しています。 

　※チケットは指定された協力病院のみで使用することができます。 

 

⚫さくらねこ無料不妊手術チケットの流れ 
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【申請期間】 
 

受付期間：令和７年４月 1 日（火）～令和 8 年３月２４日（火） 

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 

　 　　　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く） 
 

※公益財団法人どうぶつ基金（以下、基金）の予算額に達し次第、受け付けを終了します。 

※各月の申請期間は、別紙「申請者受付期間」のとおり。 

 

【申請場所】 
 

受付場所：八街市役所経済環境部環境課（第３庁舎１階） 

申請方法：「さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書」を必要書類添付のうえ

環境課まで提出してください。 
 

※初回申請時には住所確認を行いますので、住所が確認できるもの（マイナンバーカードや

運転免許証等）を提示してください。 

 

【交付対象】 
 

　対象となる方、猫については、以下すべての項目に該当すること。 
 

①対象となる方（申請者） 

・八街市に住所を有し、飼い主のいない猫の不妊去勢手術を受けさせる方。 

・飼い主のいない猫の不妊去勢手術にあたり、申請者を含め八街市に住所を有す 

る１８歳以上かつ３人以上の協力者がいること。 

　・日常的に飼い主のいない猫の見守りを行うことができる方が１人以上いること。 
 

②猫 

・市内に生息する飼い主のいない猫であること。 

・申請者が以前飼っていた猫や、術後、飼うことにしたり、保護したり、里親を探す 

ことにした猫は対象外になります（必ず捕獲した元の場所に戻してください）。 

・これから不妊去勢手術を受け、耳を V字カットさせる猫であること。 

 

【手術の実施】 
 

・チケットの有効期間の前月下旬頃に申請者宛にチケットを郵送します。 

・基金の予算状況によっては、申請枚数に満たない場合があります。 

・指定された協力病院でチケットの有効期間内に不妊去勢手術を実施してくださ

い。なお、手術の際は協力病院への事前予約が必要です。 



・チケットを使用する際は、協力病院にて本人確認書類（マイナンバーカードや運

転免許証等）を提示してください。 

・手術と同時に耳へ V字カット（さくら耳）を実施してください。 
 

※市が基金にチケットを申請する際に選択できる協力病院は１か所となっているため、複数

の申請者が異なる協力病院を希望した場合は、申請状況等を考慮の上、市が適当な病院

を指定しますので、ご希望の協力病院にならない可能性があります。 

 

【実績報告】 
 

・手術実施後、「さくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書」及び飼い主のいな

い猫の捕獲場所・解放場所の写真、不妊去勢手術前後（耳カット）が解る猫の写

真を提出してください。 

 

【注意事項】 
 

・チケットを利用できる猫は、市内に生息する飼い主のいない猫のみです。 

・チケットの使用に当たっては、基金の「さくらねこ無料不妊手術事業」をよく理解

し、基金の取り決めに従ってください。 

・チケットの譲渡、転売等を行うことは認められません。 

・捕獲、手術等において生じた事故等は、申請者の責任で処理してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

【令和７年度申請書受付期間及び報告書提出期限】 

 

【申請・問い合わせ先】 

〒289-1192 

千葉県八街市八街ほ 35-29 

八街市役所経済環境部環境課　衛生係 

TEL：043-443-1406（直通）

 
令和７年度 申請書受付期間 チケットの有効期間

報告書 

提出期限

 第１回 ４月１日～４月２２日 ６月１日～６月３０日 ７月７日

 第２回 ５月１日～５月２３日 ７月１日～７月３１日 ８月５日

 第３回 ６月２日～６月２３日 ８月１日～８月３１日 ９月５日

 第４回 ７月１日～７月２４日 ９月１日～９月３０日 １０月６日

 第５回 ８月１日～８月２２日 １０月１日～１０月３１日 １１月５日

 第６回 ９月１日～９月２２日 １１月１日～１１月３０日 １２月５日

 第７回 １０月１日～１０月２４日 １２月１日～１２月３１日 １月７日

 第８回 １１月４日～１１月２０日 １月１日～１月３１日 ２月５日

 第９回 １２月１日～１２月１９日 ２月１日～２月２８日 ３月５日

 第１０回 １月２日～１月２３日 ３月１日～３月３１日 ４月６日

 第１１回 ２月２日～２月１９日 ４月１日～４月３０日 ５月８日

 第１２回 ３月２日～３月２４日 ５月１日～５月３１日 ６月５日


